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序 広域気仙沼・本吉圏におけるまちづくりの基本方向 

(1)まちづくりに求められている課題 

本県の北東部に位置する広域気仙沼・本吉圏（以下、「本圏域」という。）は、気仙沼

市及び南三陸町から構成され、各々の行政区域の一部に気仙沼都市計画区域及び志津川

都市計画区域が指定されている。本圏域は、南三陸のリアス式海岸が連なる変化に富ん

だ地形により天然の良港を数多く有し、世界三大漁場の一つである三陸沖漁場を間近に

控え、古くから水産業を基幹産業として発展してきたが、平成２３年３月１１日に発生

した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波や大規模な火災（以下、「東日本大震災」

という。）により、壊滅的な被害を受けた。 

現在、本圏域では、東日本大震災からの復旧・復興として、防潮堤・河川堤防の整備、

市街地の嵩上げ盛土、居住地の高台移転や産業の集積などにより「災害に強いまちづく

り」と地域産業の再生が進められている。また、本圏域の骨格を形成する道路ネットワ

ークとなる三陸縦貫自動車道の早期整備により、岩手県南部地域、広域石巻圏、広域登

米圏などの他圏域との連携強化や交流人口の拡大などが期待されている。 

さらに、三陸復興国立公園、県立自然公園気仙沼などの豊かな自然環境、自然風景の

再生・維持などが求められる。 

このような認識のもと、本圏域では、以下の４つをまちづくりの基本方向とし、これ

らに基づきながら本圏域の整備、開発及び保全を推進する。 

○ 復旧・復興事業による災害に強いまちづくり 

復旧・復興事業において、防潮堤や河川堤防の整備などによる津波対策を推進す

るとともに、市街地の嵩上げ盛土や居住地の高台移転などにより災害に強いまちづ

くりを進めていく。 

○ 水産業をはじめとする地域産業の再生 

本圏域を特徴づける水産業や水産関連産業の再生を図るとともに、海辺景観や水

産資源などの豊かな地域資源を活用した観光の振興と活性化を図る。 

○ 本圏域の骨格を形成する道路ネットワークの早期整備による他圏域との連携強化 

本圏域の骨格を形成する道路ネットワークとなる三陸縦貫自動車道の早期整備に

より、岩手県南部地域、広域石巻圏、広域登米圏などの他圏域との連携を強化し、

交流人口の拡大を図る。 

○ 豊かな自然環境、自然風景の再生・維持 

交流の拠点となる都市公園や住民の日常生活を支える道路などの基盤整備を進め

るとともに、三陸復興国立公園や県立自然公園気仙沼などの豊かな自然環境、自然

風景を再生・維持し、未来へ継承していく。 
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１ 都市計画の目標 

(1) 基本的事項 

① 目標年次 

本方針は、おおむね20年後の平成47年を目標年次とし、志津川都市計画区域（以下、

「本区域」という。）における整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 

ただし、都市施設の主要な施設の整備目標などについては、おおむね10年後の平成

37年を目標に策定する。 

 

② 都市計画区域の範囲及び規模 

本区域は、人口、土地利用、交通などの配置、利用の現況及び推移を勘案して、一

体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域とし、南三

陸町の行政区域の一部に定めるものであり、その範囲及び規模は、次のとおりであ

る。 

□ 都市計画区域の範囲及び規模 

名  称 市 町 名 範     囲 規  模 
備 考 

（行政区域） 

志津川都市計画区域 南三陸町 行政区域の一部 900 ha 16,340 ha 

資料：平成 27 年全国都道府県市区町村面積調（国土地理院）、都市計画基礎調査 

 

また、本区域の将来の人口のおおむねの規模を次のとおり想定する。 

□ おおむねの人口 

区    分 基 準 年 平成 47 年 

都 市 計 画 区 域 内 人 口 4.9 千人 おおむね 3.6 千人 

注）1.基準年は平成 27 年値（国勢調査、都市計画基礎調査） 
2.都市計画区域内人口は百人未満を四捨五入 
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(2) 将来像及び都市づくりの基本方針 

本区域は、東日本大震災により、壊滅的な被害を受けた。このため、被災した住民

の生活と水産業をはじめとする産業の再建を図るため、防潮堤、河川堤防の整備な

どによる津波対策を推進するとともに、低地にあった居住地を高台に移転し、その

移転元地に産業の集積を図ることにより、災害に強い新しいまちづくりを進めてい

く。 

また、災害時の緊急輸送や地域産業の流通及び人的交流を支えていくため、三陸縦

貫自動車道や国道45号、国道398号などの本区域の骨格を形成する道路ネットワーク

の整備を進めていくとともに、少子高齢化の進展に伴う移動手段を確保するため、

ＢＲＴ（バス高速輸送システム）や乗合バスなどの公共交通ネットワークの維持・

充実に努めていく。 

あわせて、本区域の豊かな自然環境、自然風景を再生・維持し、未来へ継承してい

く必要がある。 

これらを踏まえるとともに、本圏域におけるまちづくりの基本方向に基づきながら、

以下に示す将来像と基本方針により、まちづくりを推進していく。 

 
□ 将来像及び都市づくりの基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 区域区分の決定の有無 

本区域では、次の事由から区域区分を定めないものとする。 

 

・都市規模が小さく、かつ、人口も減少するものと予測され、今後、無秩序に市街

地が拡大するおそれが低いと見込まれること。 

・区域内において、関連する法令などにより、自然的環境の保全が図られているこ

と。 

 《 将来像 》 災害に強く安らぎと賑わいのあるまちづくり  

 《 都市づくりの基本方針 》 

・居住地の高台移転などによる災害に強いまちづくり 
・水産業を中心とする地域産業の再生 
・本区域の骨格を形成する道路ネットワークの整備と公共交通ネットワ

ークの維持・充実 
・豊かな自然環境、自然風景の再生・維持 
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３ 主要な都市計画の決定の方針 

(1) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

沿岸部などの災害危険区域の指定がなされた区域は、住宅の立地を制限し高台移転

による新しいまちづくりに取り組むとともに、移転元地では水産業をはじめとする

地域産業の集積を図る。なお、このような市街地については、用途地域や地区計画

などにより土地利用を誘導していく。 

一方、市街地の周辺においては、関連する法令により保全が図られている緑地及び

自然災害を防止するための保安林、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域などの法指

定区域を中心に保全する。 

2）主要用途の配置の方針 

ｱ）商業地 

国道45号及び国道398号が交差する新たな志津川駅（ＢＲＴ）周辺は、港町らしい

賑わいと魅力ある商業機能の集積を図る。また、高台の新しい市街地は、住民の日

常生活を支える小売店舗やサービス業などの配置に努める。 

ｲ）工業地及び流通業務地 

志津川漁港の背後地区は、水産業の再生に必要な市場や水産加工施設等を配置する。

また、国道45号沿道は工業地・流通業務地を集積し、地域産業の再生と新たな企業

の誘致を図る。 

ｳ）住宅地 

沿岸部などの災害危険区域の指定がなされた区域では原則住宅等の立地を制限し、

居住地を津波に対して安全な高台に移転するとともに、既存の高台の住宅と一体と

なって良好な居住環境の形成を図る。 
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(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

既存施設の有効利用や土地利用との整合を図りながら、自動車専用道路や国道、県

道などの本区域の骨格を形成する道路と、それに接続する都市計画道路を整備し、

総合的な交通ネットワークを形成するとともに、少子高齢化の進展に対応するよう、

ＢＲＴを基軸とした公共交通ネットワークの形成を目指す。 
 

2）主要な施設の配置の方針 

主要な施設として、本区域の骨格を形成する三陸縦貫自動車道、国道45号、国道 

398号と、これらに接続する都市計画道路汐見田尻畑線、都市計画道路十日町大森線

を位置付ける。 

また、新たな公共交通ネットワークの基軸となる主要な施設として、ＢＲＴの主要

駅の駅前広場を位置付け、必要な整備を進める。 

3）主要な施設の整備目標 

おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な事業 

区 分 名 称 整備区間等 事業主体 

主要な道路 三陸縦貫自動車道 
南三陸海岸 I.C.～気仙沼市境 

（※都市計画区域外で整備予定） 
国土交通省 

〃 
国道 45 号 
[(都)水尻橋新井田線] 歌津、志津川 〃 

〃 
国道 398 号 
[(都)五日町御前下線] 志津川 宮城県 

〃 
（一）志津川登米線 
[(都)汐見田尻畑線] 志津川 〃 

〃 
（一）清水浜志津川港線 
[(都)十日町大森線] 志津川 〃 
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(3) 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要な市街地開発事業の決定の方針 

被災した沿岸部の居住地を高台に移転するとともに、移転元地において被災市街地

復興土地区画整理事業により産業の再生と集積を進め、災害に強く安心して暮らせ

る市街地の形成を図る。 

 

② 市街地整備の目標 

おおむね10年以内に実施することを予定する主要な市街地開発事業は次のとおり

とする。 

□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な市街地開発事業 

地区名称 整備手法 整備目的 事業主体 

志津川地区 
被災市街地復興 

土地区画整理事業 
商業地・工業地 南三陸町 

 

（参考） 
□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な防災集団移転促進事業 

地区名称 整備手法 整備目的 事業主体 

志津川地区 

（志津川東団地） 
防災集団移転促進事業 住宅地 南三陸町 

志津川地区 

（志津川中央団地） 
〃 〃 〃 

※都市計画区域内における事業のうち、概ね 10ha 以上の事業を記載している。  
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(4) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

本区域の骨格を形成し優れた自然環境、都市景観、郷土景観を構成する山地、丘陵

地、河川、海岸などの保全を図るとともに、復興事業などにより公園・緑地の整備

を進め、自然と共生する賑わいのあるまちづくりを目指す。 

 

2）主要な自然的環境の配置の方針 

ｱ) 環境保全系統 

三陸復興国立公園をのぞみ、本区域全体に広がる山地・丘陵地及び八幡川、新井

田川、水尻川などの主要河川の保全を図る。また、日常生活に身近な自然的環境で

ある公園・緑地の維持・再生を行うほか、公共施設用地などにおける緑化の充実を

図る。 

ｲ) レクリエーション系統 

既存の都市公園のほか、復興事業などにより整備される公園・緑地の維持・利用

を図る。 

ｳ) 防災系統 

災害時の一時的な避難場所となる防災機能を兼ね備えた震災復興祈念公園の整備

を進める。また、自然災害の防止、緩和に資する緑地として、保安林のほか、本区

域に分布する緑地を保全するとともに、工業地の周辺に緩衝緑地を確保する。 

ｴ) 景観構成系統 

都市景観に重要な意義を持つ山地、丘陵地の山林や市街地内の街路樹などを整

備・保全する。また、郷土景観を構成する海辺などの緑地を再生・保全する。 

 

3）主要な公園・緑地の整備目標 

おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な事業 

種 別 名 称 事業主体 

総合公園 南三陸町震災復興祈念公園 南三陸町 

近隣公園 松原公園 〃 
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(5) 防災に関する都市計画の決定の方針 

① 防災に関する都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

東日本大震災を踏まえ、災害による被害を低減し早期復興が図られるよう、防御施

設や避難路の整備、高台移転等による居住地の安全確保を行うことにより、災害に

強く安全な都市構造への転換を図るとともに、地震・津波に対する被害の実状と教

訓の伝承や、近年多発する豪雨、土砂災害等に対する迅速な避難情報発令などを図

りつつ、災害履歴、各種ハザード区域に対する土地利用規制の強化に努める。 
 

2）地震・津波災害に対する方針 

ｱ）一団地の津波防災拠点市街地形成施設の都市計画の決定の方針 

志津川東地区、中央地区を一団地の津波防災拠点市街地形成施設として位置付け、

津波が発生した場合でも、その機能の維持が可能となるよう整備を進めていく。 

□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な事業 

名  称 事業主体 

南三陸町志津川東地区津波復興拠点整備事業 南三陸町 

南三陸町志津川中央地区津波復興拠点整備事業 〃 

 

ｲ）広域避難・輸送ネットワークの形成方針 

東日本大震災では、広域的な幹線道路が避難、救急活動、緊急物資輸送の際に大

きな役割を果たし、その重要性が再認識されたことから、三陸縦貫自動車道や国

道45号、国道398号などの広域的な幹線道路を中心とした広域避難・輸送ネットワ

ークの形成を図る。 
 

3）その他大規模災害に対する方針 

大雨、洪水、その他の大規模災害に対して、その対策工の整備とあわせて迅速な

避難情報発令や避難誘導などのソフト対策を行うことにより、被害の軽減に努め

る。 

また、大規模災害を想定した避難場所・緊急物資の確保を行うとともに、発災後、

迅速に復旧・復興を行えるよう、行政機関の業務継続力の強化などを図る。 
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１ 都市計画の目標 

(1)基本的事項 

①目標年次 
 

本方針は、おおむね20年後の平成47年を目標年次とし、亘理都市計画区域（以下、

「本区域」という。）における整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 

ただし、都市施設の主要な施設の整備目標などについては、おおむね10年後の平成

37年を目標に策定する。 

 
 

②都市計画区域の範囲及び規模 

本区域は、人口、土地利用、交通などの配置、利用の現況及び推移を勘案して、一

体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域とし、亘理町

の行政区域の一部に定めるものであり、その範囲及び規模は次のとおりである。 
 

□ 都市計画区域の範囲及び規模 

名  称 市 町 名 範     囲 規  模 
備 考 

（行政区域） 

亘理都市計画区域 亘理町 行政区域の一部 7,000 ha 7,360 ha 

資料：平成 27年全国都道府県市区町村面積調（国土地理院）、都市計画基礎調査 

 

また、本区域の将来の人口のおおむねの規模を次のとおり想定する。 

□ おおむねの人口 

区    分 基 準 年 平成 47年 

都市計画区域内人口 33.6千人 おおむね 32.5千人 

注）1.基準年は平成 27年値（国勢調査、都市計画基礎調査） 
2.都市計画区域内人口は百人未満を四捨五入 
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(2) 将来像及び都市づくりの基本方針

本区域は、東北地方太平洋沖地震とそれに伴い発生した大津波（以下、「東日本大震

災」という。）により、壊滅的な被害を受けた。このため、被災した住民の生活といち

ごなどの特産品や水産業などの地域産業の再建を図るため、防潮堤、河川堤防や高盛土

道路などの多重防御施設整備による津波対策を推進するとともに、既成市街地の亘理駅、

逢隈駅、浜吉田駅や荒浜地区を中心に人口集積に努めるなど、災害に強いコンパクトな

まちづくりを進めていく。

また、災害時の緊急輸送や地域産業の流通及び人的交流を支えていくため、常磐自動

車道や国道6号などの本区域の骨格を形成する道路ネットワークのほか、交通の基軸と

なるＪＲ常磐線を活用するとともに、コンパクトなまちづくりを支えるデマンド型交通

などの公共交通ネットワークの維持・充実に努めていく。

あわせて、本区域の豊かな自然環境、自然風景を再生・維持し、未来へ継承していく

よう努める。

これらを踏まえ、以下に示す将来像と基本方針により、まちづくりを推進していく。

□ 将来像及び都市づくりの基本方針

２ 区域区分の決定の有無 

本区域では、次の事由から区域区分を定めないものとする。 

・都市規模が小さく、かつ、人口も減少するものと予測され、今後、無秩序に市街地

が拡大するおそれが低いと見込まれること。

・区域内において、関連する法令などにより、自然的環境の保全が図られていること。

 《 将来像 》 災害に強く暮らしやすさがあふれるまちづくり 

《 都市づくりの基本方針 》 

・多重防御などによる災害に強く安心して暮らせるまちづくり

・人口集積によるコンパクトな市街地の形成

・農業や水産業をはじめとする地域産業の再生

・本区域の骨格を形成する道路ネットワークの強化と公共交通ネットワー

クの維持・充実

・豊かな自然環境、自然風景の再生・維持

-15-
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３ 主要な都市計画の決定の方針 

(1)土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

既存市街地を中心に人口の集積に努め、コンパクトなまちづくりを進める。また、

亘理駅東側において役場新庁舎など公共業務機能の整備を図る。 

なお、このような市街地については、用途地域や地区計画を定めることにより土地

利用を誘導していく。 

一方、市街地の周辺においては、関連する法令により保全が図られている緑地及び

自然災害を防止するための砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域などの法指定区域を中

心に保全する。 
 

2）主要用途の配置の方針 

ｱ）商業地 

国道6号及び県道塩釜亘理線の沿道は、恵まれた交通条件を活かした幹線沿道商業

業務地として小売業、飲食店、業務施設の集積を図る。 

ｲ）工業地及び流通業務地 

常磐自動車道亘理Ｉ.Ｃ.や国道6号、県道塩釜亘理線などの恵まれた交通条件を活か

して産業の集積に努め、周囲の環境の維持・保全に配慮しながら、環境の悪化をもた

らすおそれの少ない施設の立地を促進する。 

ｳ）住宅地 

既存市街地の亘理駅周辺、逢隈駅周辺、浜吉田駅周辺、荒浜地区を中心に人口の集

積に努めることにより、コンパクトなまちづくりを進めるとともに、オープンスペー

スの確保、道路などの公共施設の整備を進め、居住環境及び防災性の向上を図る。 
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(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 
 

1) 基本方針 
 

既存施設の有効利用や土地利用との整合を図りながら、自動車専用道路や国道、県

道などの本区域の骨格を形成する道路ネットワークのほか、ＪＲ常磐線も含めた総合

的な交通ネットワークを活用するとともに、少子高齢化の進展に対応するよう、デマ

ンド型交通などの公共交通ネットワークの形成を目指す。 

2) 主要な施設の配置の方針 

主要な施設として、本区域の骨格を形成する常磐自動車道、国道6号、主要地方道

塩釜亘理線、主要地方道亘理大河原川崎線、主要地方道相馬亘理線、主要地方道亘理

村田線、都市計画道路亘理インター線、都市計画道路駅前大通線を位置付ける。 

3) 主要な施設の整備目標 

おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業 

区 分 名 称 整備区間等 事業主体 

主要な道路 

常磐自動車道 

［（都）山元亘理幹線］ 

（４車線化） 

町内区間 
東日本高速道路

株式会社 

 

 

② 下水道の都市計画の決定の方針 

1) 基本方針 

・汚水の排除、処理については、宮城県生活排水処理基本構想に基づき、公共下水道

及びその他の下水道類似施設などの汚水処理施設を組合せ、整備する。 

・公共下水道事業計画に基づき、市街化の動向及び見通しと十分に整合、調整を図り、

全ての計画区域について処理可能となるよう効率的な施設整備を行う。 

・被災した施設の早期復旧を図るとともに、耐用年数が経過した施設の改築・更新や

施設の耐震化などを図っていく。 

・汚水については、震災により被災し新たに整備される市街地について、重点的に整

備を進めていく。 

・雨水については、震災による広域地盤沈降により浸水被災の危険性が高まった地区

について、優先的に対策を図っていく。 
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2) 主要な施設の整備目標 

おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業 

種 別 名 称 

下水道 亘理町流域関連公共下水道 
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(3) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

本区域の骨格を形成し優れた自然環境、都市景観、郷土景観を構成する丘陵地、河

川、海岸などの保全を図るとともに、復興事業などにより公園・緑地の整備を進め、

海、山、川の優れた自然と調和した都市の形成を目指す。 

2）主要な自然的環境の配置の方針 

ｱ) 環境保全系統 

仙台湾海浜県自然環境保全地域の海岸線、愛宕山緑地環境保全地域をのぞみ、本区

域全体に広がる丘陵地及び阿武隈川や鳥の海などの水辺空間の保全を図る。また、日

常生活に身近な自然的環境である公園・緑地の維持・再生を行うほか、公共施設用地

などにおける緑化の充実を図る。 

ｲ) レクリエーション系統 

既存の都市公園のほか、復興事業などにより整備される公園・緑地の整備を進める。 

ｳ) 防災系統 

災害時の一時的な避難場所となる防災公園の整備を進めるとともに、沿岸部の海岸

防災林の復旧を図る。また、自然災害の防止、緩和に資する緑地として、保安林のほ

か、本区域に分布する緑地を保全するとともに、工業地の周辺に緩衝緑地を確保する。 

ｴ) 景観構成系統 

都市景観に重要な意義を持つ丘陵地の山林や市街地内の街路樹などを整備・保全す

る。 
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(4) 防災に関する都市計画の決定の方針 

① 防災に関する都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

東日本大震災を踏まえ、災害による被害を低減し早期復興が図られるよう、防御施

設、高盛土道路などによる多重防御や避難路の整備などにより、災害に強く安全な都

市構造への転換を図るとともに、地震、津波に対する被害の実状と教訓の伝承や、近

年多発する豪雨、土砂災害等に対する迅速な避難情報発令などを図りつつ、災害履歴、

各種ハザード区間に対する土地利用規制の強化に努める。 

2）地震・津波災害に対する方針 

ｱ）広域避難・輸送ネットワークの形成方針 

東日本大震災では、広域的な幹線道路が避難、救急活動、緊急物資輸送の際に大き

な役割を果たし、その重要性が再認識されたことから、常磐自動車道や国道6号など

の広域的な幹線道路を中心とした広域避難・輸送ネットワークの形成を図る。 

3）その他大規模災害に対する方針 

大雨、洪水、その他の大規模災害に対して、その対策工の整備とあわせて迅速な避

難情報発令や避難誘導などのソフト対策を行うことにより、被害の軽減に努める。 

また、大規模災害を想定した避難場所・緊急物資の確保を行うとともに、発災後、

迅速に復旧・復興を行えるよう、行政機関の業務継続力の強化などを図る。 
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１ 都市計画の目標 

(1) 基本的事項

① 目標年次

本方針は、おおむね20年後の平成47年を目標年次とし、山元都市計画区域（以下、

「本区域」という。）における整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。

ただし、都市施設の主要な施設の整備目標などについては、おおむね10年後の平成

37年を目標に策定する。 

② 都市計画区域の範囲及び規模

本区域は、人口、土地利用、交通などの配置、利用の現況及び推移を勘案して、一

体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域とし、山元

町の行政区域の全域に定めるものであり、その範囲及び規模は、次のとおりである。

□ 都市計画区域の範囲及び規模

名  称 市 町 名 範     囲 規  模 
備 考 

（行政区域） 

山元都市計画区域 山 元 町 行政区域の全域 6,458 ha 6,458 ha 

資料：平成 27 年全国都道府県市区町村面積調（国土地理院）、都市計画基礎調査 

また、本区域の将来の人口のおおむねの規模を次のとおり想定する。

□ おおむねの人口

区    分 基 準 年 平成 47 年 

都市計画区域内人口 12.3 千人 おおむね 11.6 千人 

注）1.基準年は平成 27 年値（国勢調査、都市計画基礎調査）

2.都市計画区域内人口は百人未満を四捨五入
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(2) 将来像及び都市づくりの基本方針

本区域は、東北地方太平洋沖地震とそれに伴い発生した大津波（以下、「東日本大

震災」という。）により、壊滅的な被害を受けた。このため、被災した住民の生活と

りんごやいちご、ほっき貝などの特産品に代表される地域産業の再建を図るため、防

潮堤、河川堤防や高盛土道路などの多重防御施設整備による津波対策を推進するとと

もに、ＪＲ常磐線の新山下駅周辺や新坂元駅周辺、宮城病院周辺に新たに市街地を集

約することにより、災害に強いコンパクトなまちづくりを進めていく。

また、災害時の緊急輸送や地域産業の流通及び人的交流を支えていくため、常磐自

動車道や国道6号などの本区域の骨格を形成する道路ネットワークのほか、交通の基

軸となるＪＲ常磐線を活用するとともに、コンパクトなまちづくりを支えるデマンド

型交通などの公共交通ネットワークの整備を図る。

あわせて、本区域の豊かな自然環境、自然風景を再生・維持し、未来へ継承してい

くよう努める。

これらを踏まえ、以下に示す将来像と基本方針により、まちづくりを推進していく。 

□ 将来像及び都市づくりの基本方針

２ 区域区分の決定の有無 

本区域では、次の事由から区域区分を定めないものとする。

・都市規模が小さく、かつ、人口も減少するものと予測され、今後、無秩序に市街

地が拡大するおそれが低いと見込まれること。

・区域内において、関連する法令などにより、自然的環境の保全が図られているこ

と。

 《 将来像 》 災害に強くコンパクトで質の高いまちづくり

《 都市づくりの基本方針 》 

・多重防御などによる災害に強く安心して暮らせるまちづくり

・鉄道駅周辺などにおけるコンパクトな市街地の形成

・農業や水産業をはじめとする地域産業の再生

・本区域の骨格を形成する道路ネットワークの強化と公共交通ネットワ

ークの整備

・豊かな自然環境、自然風景の再生・維持
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３ 主要な都市計画の決定の方針 

(1) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

1）基本方針

内陸側に整備され新たな市街地となる新山下駅周辺、新坂元駅周辺、宮城病院周辺

は、用途地域や地区計画を定めることにより土地利用を誘導していく。また、沿岸

部などの災害危険区域の指定がなされた区域は、農産品などの地域産業の集積を図

る。

一方、市街地の周辺においては、関連する法令により保全が図られている緑地及び

自然災害を防止するための保安林、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域などの法指

定区域を中心に保全する。

(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

① 交通施設の都市計画の決定の方針

1）基本方針

既存施設の有効利用や土地利用との整合を図りながら、自動車専用道路や国道、県

道などの本区域の骨格を形成する道路ネットワークのほか、ＪＲ常磐線を含めた総

合的な交通ネットワークを活用するとともに、少子高齢化の進展に対応するよう、

デマンド型交通などの公共交通ネットワークの形成を目指す。

2）主要な施設の配置の方針

主要な施設として、本区域の骨格を形成する常磐自動車道、国道6号、主要地方道

相馬亘理線、主要地方道角田山元線、主要地方道角田山下線及び新しいまちづくり

の拠点となるＪＲ常磐線の新山下駅、新坂元駅を位置付ける。

3）主要な施設の整備目標

おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。

□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な事業

区 分 名 称 整備区間等 事業主体 

主要な道路 

常磐自動車道 

［（都）山元亘理幹線］ 

（４車線化） 

山元 I.C.～ 

亘理町境 

東日本高速道路

株式会社 

〃 （主）相馬亘理線 山寺、坂元 宮城県 

〃 （一）山下停車場線 頭無～南山下 〃 

〃 （一）坂元停車場線 坂元 〃 
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② 下水道の都市計画の決定の方針

1) 基本方針

・汚水の排除、処理については、宮城県生活排水処理基本構想に基づき、特定環境

保全公共下水道及びその他の下水道類似施設などの汚水処理施設を組合せ、整備す

る。

・公共下水道事業計画に基づき、市街化の動向及び見通しと十分に整合、調整を図

り、全ての計画区域について処理可能となるよう効率的な施設整備を行う。

・耐用年数が経過した施設の改築・更新や施設の耐震化などを図っていく。

・汚水については、被災した地域の移転先として新たに整備される市街地について、

重点的に整備を進めていく。

2）主要な施設の整備目標

おおむね10年以内に実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。

□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な事業

種 別 名 称 

下水道 山元町特定環境保全公共下水道 
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(3) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

① 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

1）基本方針

本区域の骨格を形成し優れた自然環境、都市景観、郷土景観を構成する丘陵地、河

川、海岸などの保全を図るとともに、復興事業などにより公園・緑地の整備を進め、

悠々とした緑豊かな都市の形成を目指す。

2）主要な自然的環境の配置の方針

ｱ) 環境保全系統

仙台湾海浜県自然環境保全地域の海岸線、深山緑地環境保全地域をのぞみ、本区

域全体に広がる丘陵地及び坂元川、戸花川の主要河川の保全を図る。また、日常生

活に身近な自然的環境となる公園・緑地の維持・再生を行うほか、公共施設用地な

どにおける緑化の充実を図る。

ｲ) レクリエーション系統

既存の都市公園のほか、復興事業などにより整備される公園・緑地の維持・利用

を図る。

ｳ) 防災系統

災害時の一時的な避難場所となる防災公園の整備を進めるとともに、沿岸部の海

岸防災林の復旧を図る。また、自然災害の防止、緩和に資する緑地として、保安林

のほか、本区域に分布する緑地を保全するとともに工業地の周辺に緩衝緑地を確保

する。

ｴ) 景観構成系統

都市景観に重要な意義を持つ丘陵地の山林や市街地内の街路樹などを整備・保全

する。また、郷土景観を構成する海辺などの緑地を再生・保存する。
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(4) 防災に関する都市計画の決定の方針

① 防災に関する都市計画の決定の方針

1）基本方針

東日本大震災を踏まえ、災害による被害を低減し早期復興が図られるよう、防御施

設や避難路の整備、内陸移設による居住地の安全確保を行うことにより、災害に強

く安全な都市構造への転換を図るとともに、地震、津波に対する被害の実状と教訓

の伝承や、近年多発する豪雨、土砂災害等に対する迅速な避難情報発令などを図り

つつ、災害履歴、各種ハザード区域に対する土地利用規制の強化に努める。

2）地震・津波災害に対する方針

ｱ）一団地の津波防災拠点市街地形成施設の都市計画の決定の方針

ＪＲ常磐線の新駅を含む新山下駅周辺地区、新坂元駅周辺地区を一団地の津波防

災拠点市街地形成施設として位置付け、津波が発生した場合でも、その機能の維

持が可能となるよう整備を進めていく。

□ おおむね 10 年以内に実施することを予定する主要な事業

名  称 事業主体 

新山下駅周辺地区津波復興拠点整備事業 山元町 

新坂元駅周辺地区津波復興拠点整備事業 〃 

ｲ）広域避難・輸送ネットワークの形成方針

東日本大震災では、広域的な幹線道路が避難、救急活動、緊急物資輸送の際に大

きな役割を果たし、その重要性が再認識されたことから、常磐自動車道や国道6号

などの広域的な幹線道路を中心とした広域避難・輸送ネットワークの形成を図る。 

3）その他大規模災害に対する方針

大雨、洪水、その他の大規模災害に対して、その対策工の整備とあわせて迅速な避

難情報発令や避難誘導などのソフト対策を行うことにより、被害の軽減に努める。

また、大規模災害を想定した避難場所・緊急物資の確保を行うとともに、発災後、

迅速に復旧・復興を行えるよう、行政機関の業務継続力の強化などを図る。
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